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独立行政法人大学評価・学位授与機構が実施した法科大学院認証評価について       

 

１ 評価の目的 

 独立行政法人大学評価・学位授与機構（以下「機構」という。）が、法科大学院を置く大学からの求め

に応じて、法科大学院に対して実施する評価（以下「評価」という。）においては、我が国の法科大学院

の教育等の水準の維持及び向上を図るとともに、その個性的で多様な発展に資することを目的としてい

ます。具体的には、次のことを実施します。 

  （１） 法科大学院の教育活動等の質を保証するため、法科大学院を定期的に評価し、教育活動等の状

況が評価基準に適合しているか否かの認定をすること。 

（２） 当該法科大学院の教育活動等の改善に役立てるため、法科大学院の教育活動等について多面的

な評価を実施し、評価結果を当該法科大学院にフィードバックすること。 

（３）  法科大学院の活動について、広く国民の理解と支持が得られるよう支援及び促進していくため、

法科大学院の教育活動等の状況を多面的に明らかにし、それを社会に示すこと。 

 

２ 評価のスケジュール 

機構は、文部科学大臣から認証評価機関として認証されたことを受け、法科大学院を置く国・公・私

立大学の関係者に対し、法科大学院認証評価の仕組み・方法についての説明会、自己評価書の作成方法

などについて研修会を開催した上で、法科大学院を置く大学からの申請を受け付け、自己評価書の提出

を受けた後、評価を開始しました。 

自己評価書の提出を受けた以降の評価のスケジュールについては、次のとおりです。 

 

24年７月 書面調査の実施 

８月 評価部会 

・基準ごとの判断の検討 

・指摘事項の検討 

教員組織調査専門部会 

・授業科目と担当教員の教育研究業績等との適合性の調査 

９月 評価部会 

・書面調査の分析結果の整理 

運営連絡会議 

・書面調査による分析結果の審議・決定 

   10月～11月 訪問調査の実施        

12月 運営連絡会議、 評価部会 

・評価報告書原案の作成 

25年１月 運営連絡会議、評価委員会 

・評価結果（案）の取りまとめ 

評価結果（案）を対象法科大学院を置く大学に通知 

       ３月 運営連絡会議、評価委員会 

・評価結果の確定 
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３ 法科大学院認証評価委員会委員及び専門委員（平成25年３月現在） 

 
 （１）法科大学院認証評価委員会 

磯 部   力   國學院大學教授 

磯 村   保   早稲田大学教授 

上 田 廣 一   上田廣一法律事務所弁護士 

岡 田 ヒロミ   消費生活専門相談員 

岡 部 謙 治   教育文化協会理事長 

加 藤 哲 夫   早稲田大学教授 

木 村 光 江   首都大学東京教授 

久保井 一 匡   久保井総合法律事務所弁護士   

◎佐々木    毅   学習院大学教授 

佐 藤 國 雄   前 ユネスコ・アジア文化センター理事長 

潮 見 佳 男   京都大学教授 

滝 澤   正   上智大学長 

武 井 康 年   広島総合法律会計事務所弁護士 

龍 岡 資 晃   西綜合法律事務所弁護士 

○田 中 成 明   国際高等研究所副所長 

棚 村 政 行   早稲田大学大学院法学研究科長 

ダニエル･フット   東京大学教授 

長谷部 恭 男      東京大学教授 

藤 井 敏 明   司法研修所教官 

丸 山   毅   法務省法務総合研究所総務企画部付 

三 井   誠   同志社大学客員教授 

村 中 孝 史   京都大学大学院法学研究科長 

諸 石 光 煕   大江橋法律事務所弁護士  

安 永 正 昭   同志社大学教授 

山 本 和 彦   一橋大学教授 

山 本 眞 一   桜美林大学教授 

吉 原 和 志   東北大学教授 

 

                           ※ ◎は委員長、○は副委員長 
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 （２）法科大学院認証評価委員会運営連絡会議 

磯 部   力   國學院大學教授 

○磯 村   保   早稲田大学教授 

加 藤 哲 夫   早稲田大学教授 

木 村 光 江   首都大学東京教授 

潮 見 佳 男   京都大学教授 

龍 岡 資 晃   西綜合法律事務所弁護士 

◎田 中 成 明   国際高等研究所副所長 

土 井 真 一   京都大学教授 

中 川 丈 久   神戸大学教授 

野 坂 泰 司   学習院大学大学院法務研究科長 

長谷部 恭 男   東京大学教授 

三 井   誠   同志社大学客員教授 

山 川 隆 一   慶應義塾大学教授 

山 中   至   熊本大学理事・副学長 

山 本 和 彦   一橋大学教授 

吉 田 克 己   早稲田大学教授 

吉 原 和 志   東北大学教授 

 

                           ※ ◎は主査、○は副主査 

 
 （３）法科大学院認証評価委員会評価部会 

（第１部会） 

榎 本   修   アイリス法律事務所弁護士 

◎大 塚 裕 史   神戸大学教授 

加 藤 哲 夫   早稲田大学教授 

○小 林   量   名古屋大学教授 

佐々木 弘 通   東北大学教授 

波江野   弘   名古屋大学客員教授 

桃 崎   剛   司法研修所教官 

渡 辺 達 徳   東北大学教授 

 

                            ※ ◎は部会長、○は副部会長 
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 （４）法科大学院認証評価委員会教員組織調査専門部会 

    磯 部   力   國學院大學教授 

○磯 村   保   早稲田大学教授 

井 上 由里子   一橋大学教授 

上 原 敏 夫   明治大学教授 

北 村 雅 史   京都大学教授 

小 林 哲 也   小林総合法律事務所弁護士 

佐 藤 隆 之   東北大学法科大学院長 

塩 見   淳   京都大学教授 

道垣内 正 人   早稲田大学教授 

野 坂 泰 司   学習院大学大学院法務研究科長 

服 部 高 宏   京都大学教授 

浜 川   清   法政大学教授 

前 田 雅 弘   京都大学教授 

前 田 陽 一   立教大学教授 

丸 山   毅   法務省法務総合研究所総務企画部付 

丸 山 雅 夫   南山大学大学院法務研究科長 

◎三 井   誠   同志社大学客員教授 

村 田   渉   司法研修所教官 

毛 利   透   京都大学教授 

山 川 隆 一   慶應義塾大学教授 

山 本 和 彦   一橋大学教授 

 

                                               ※  ◎は部会長、○は副部会長 
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４ 本評価報告書の内容 

（１）「Ⅰ 認証評価結果」 

「Ⅰ 認証評価結果」では、「Ⅱ 章ごとの評価」において第１章から第11章のすべての基準を

満たしている場合、当該法科大学院は、機構が定める法科大学院評価基準に適合していることを、

満たしていない基準があれば、各基準の判断結果を総合的に考慮した結果、当該法科大学院は、機

構が定める法科大学院評価基準に適合していること又は適合していないこと、及びその理由を記述

しています。 
さらに、指摘事項（優れた点、特色ある点、留意すべき点、改善すべき点、是正を要する点）が

ある場合には、それらの中から主なものを抽出し、上記結果と併せて掲げています。 
 
（２）「Ⅱ 基準ごとの評価」 

「Ⅱ 章ごとの評価」では、章ごとに「１ 評価」において、基準を満たしているかどうか、及

びその「根拠理由」を明らかにしています。加えて、「２ 指摘事項」において、法曹養成の基本

理念や当該法科大学院の目的を踏まえて、特に重要と思われる点（優れた点、特色ある点、留意す

べき点、改善すべき点、是正を要する点）を指摘事項として抽出し、記述しています。 

なお、指摘事項を抽出する際、以下の考え方を参考にしています。 

   ・ 「優れた点」については、法曹養成の基本理念や当該法科大学院の目的に照らして、優れてい

る取組と判断されるもの。 

   ・ 「特色ある点」については、「優れた点」とまではいえないが、特色ある取組であり、今後も継

続して実施することが期待されるもの。 

・ 「留意すべき点」については、「改善すべき点」とまではいえないが、注意を促す必要がある

と判断されるもの。 

・ 「改善すべき点」については、基準を満たしていないとまではいえないが、法曹養成の基本理

念や当該法科大学院の目的に照らして、改善すべきであると判断されるもの。 

・ 「是正を要する点」については、基準を満たしておらず、速やかな是正が必要と判断されるも

の。 

 

（※ 評価結果の確定前に対象法科大学院に通知した評価結果（案）の内容等に対し、意見の申立

てがあった場合には、「Ⅲ 意見の申立て及びその対応」として、当該申立ての内容を転載する

とともに、その対応を記述することとしています。） 

 

（３）「参考」 

「参考」では、対象法科大学院から提出された自己評価書の「ⅰ 現況及び特徴」、「ⅱ 目的」

を転載するとともに、自己評価書等を掲載している機構ウェブサイトのアドレスを「ⅲ 自己評価

書等」に掲載しています。 

 

５ 本評価報告書の公表 

本報告書は、対象法科大学院を置く大学に提供するとともに、文部科学大臣に報告します。また、対

象法科大学院すべての評価結果を取りまとめ、「平成24年度法科大学院認証評価実施結果報告」として、

印刷物の刊行及びウェブサイト（http://www.niad.ac.jp/）への掲載等により、広く社会に公表します。 
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Ⅰ 認証評価結果 

 

金沢大学大学院法務研究科法務専攻は、大学評価・学位授与機構が定める法科大学院評価

基準に適合している。 

 

当該法科大学院の主な優れた点として、次のことが挙げられる。 

○ 学生１人に対し、アドバイス教員２人が配置されており、可能な限り研究者教員と実務家教員の組合

せで構成され、個別の指導及び助言がきめ細かく行われている。 

○ 自習室については、学生総数と同数以上の自習机が固定席として整備され、十分なスペースが確保さ

れており、休祝日関係なく24時間使用できるなど、十分な利用時間が確保されている。 

 

当該法科大学院の特色ある点として、次のことが挙げられる。 

○ 展開・先端科目の授業科目「紛争とその法的解決Ⅰ」及び「紛争とその法的解決Ⅱ」は、主として北

陸三県で発生した事例を取り上げ、実際に担当した弁護士を外部講師として招き、オムニバス形式で展

開される講義であり、「地域に根ざした法曹教育」という当該法科大学院の基本理念に即した内容の適

切な科目である。 

○ 修了者は、法曹等として石川県を中心に地方都市で活躍しており、「地域に根ざした法曹教育」という

当該法科大学院の基本理念に沿った教育が実現されている。 

○ 入学者選抜において、多様な学生を確保するために、法学関係以外の学部出身者及び社会人について、

優先合格枠を設けている。 

 

当該法科大学院の留意すべき点として、次のことが挙げられる。 

○ 専任教員により正課外において実施されている学習指導について、過度の補習指導とならないよう留

意する必要がある。 
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Ⅱ 章ごとの評価 

 

第１章 教育の理念及び目標 

 

１ 評価 

第１章のすべての基準を満たしている。 

 

【根拠理由】 

１－１－１ 教育の理念及び目標が適切に設定され、かつ、明確に示されていること。 

 当該法科大学院の基本理念は、「地域に根ざした法曹教育」であり、教育目的は、「①適切かつ迅速な紛

争解決を目指し、事件を分野横断的に捉えることができる法律家の養成、②紛争予防のための調整能力を

備えた、社会貢献をなしうる法律家の養成」として適切に設定され、当該法科大学院の教職員及び学生に

周知されるとともに、ウェブサイト、パンフレットを通じて広く社会に公表されている。 

 

１－１－２ 教育の理念及び目標が、当該法科大学院の教育を通じて、達成されていること。 

 当該法科大学院においては、基本理念及び教育目的に適った教育を実施するため、基礎から応用へ、実

体法から手続法へ、理論から実務への段階的な学修を可能にする総合的なカリキュラムの編成、養成しよ

うとする３つのタイプの法曹像に応じた履修モデルの提示等が行われている。 

これらの授業における成績評価は厳格に実施され、修了認定も厳格な成績評価の蓄積や進級制等を通じ

て行われている。修了者の活動状況としては、石川県を中心に、地方都市で活躍する弁護士等が挙げられ

る。 

 

以上の内容を総合し、「第１章のすべての基準を満たしている。」と判断する。 

 

２ 指摘事項 

特になし。 
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第２章 教育内容 

 

１ 評価 

第２章のすべての基準を満たしている。 

 

【根拠理由】 

２－１－１：重点基準 

教育課程が、理論的教育と実務的教育の架橋に留意しつつ、法曹としての実務に必要な専門的な法知識、思

考力、分析力、表現力等を修得させるとともに、豊かな人間性並びに法曹としての責任感及び倫理観を涵養す

るよう適切に編成されていること。 

 当該法科大学院は、司法試験及び司法修習と有機的に連携された「プロセス」としての法曹養成のため

の中核的位置を占めるものであり、その教育課程は、法曹養成に特化した専門職大学院にふさわしい水準・

内容・方法で理論的教育と実務的教育の架橋が段階的かつ完結的に行われるよう編成されている。すなわ

ち、基本理念及び教育目的を効果的に実現するために、１年次に実体法の講義、２年次に手続法の講義及

び法律基本科目の演習、３年次に分野横断的な問題や理論と実務の両面に及ぶ問題を扱う総合演習を配置

し、また、理論的教育を踏まえて実務的教育が行われるよう配慮して授業科目を配置するなどにより、法

曹としての実務に必要な法知識、思考力、分析力、表現力等を修得させるとともに、豊かな人間性並びに

法曹としての責任感及び倫理観を涵養するよう編成されている。 

 また、多様なバックグラウンドを備えた学生のニーズに応じて、未修者向けの導入的な授業科目「法学

入門」や全学生向けの授業科目「法情報調査」の必修科目としての開設や、アドバイス教員による学習指

導の体制等がとられている。 

 

２－１－２：重点基準 

次の各号に掲げる授業科目が開設されていること。 

（１）法律基本科目 

（憲法、行政法、民法、商法、民事訴訟法、刑法、刑事訴訟法に関する分野の科目をいう。） 

（２）法律実務基礎科目 

（法曹としての技能及び責任その他の法律実務に関する基礎的な分野の科目をいう。） 

（３）基礎法学・隣接科目 

（基礎法学に関する分野又は法学と関連を有する分野の科目をいう。） 

（４）展開・先端科目 

（応用的・先端的な法領域に関する科目、その他の実定法に関する多様な分野の科目であって、法律基

本科目以外のものをいう。） 

 当該法科大学院の教育課程においては、（１）法律基本科目として、憲法、行政法、民法、商法、民事訴

訟法、刑法及び刑事訴訟法の分野に係る授業科目、（２）法律実務基礎科目として、法曹倫理、民事訴訟実

務の基礎、刑事訴訟実務の基礎、法情報調査、模擬裁判、クリニック、エクスターンシップに係る授業科

目、（３）基礎法学・隣接科目として、授業科目「法理学」、「日本法の歴史」、「刑事政策」、「政治学」、「地

方自治の現状と課題」等、（４）展開・先端科目として、高度の専門的教育を行うという観点から置かれて

いる授業科目「知的財産法」、「法医学」、「国際取引法」等や実務との融合に配慮した授業科目「民事保全・
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執行法」、「消費者法」等のほか、北陸三県で発生した事例を取り上げ、実際に担当した弁護士を外部講師

として招き、オムニバス形式で展開される「紛争とその法的解決Ⅰ」、「紛争とその法的解決Ⅱ」がそれぞ

れ開設されている。 

 

２－１－３：重点基準 

各授業科目が適切な科目区分にしたがって開設されていること。 

 当該法科大学院の教育課程における各授業科目の教育内容は、以下のとおりとなっている。 

（１）法律基本科目は、憲法、行政法、民法、商法、民事訴訟法、刑法、刑事訴訟法の分野について、

将来の法曹としての実務に共通して必要とされる基本分野を対象とする授業科目になっている。 

（２）法律実務基礎科目は、実務の経験を有する教員が関与するなど、法律基本科目等との連携のもと

に、法律実務に携わることへの導入を行うにふさわしい授業科目になっている。 

（３）基礎法学・隣接科目は、社会に生起する様々な問題に関心をもたせ、人間や社会の在り方に関す

る思索を深めることによって、法に対する理解の視野を拡げることに寄与する専門的な授業科目に

なっている。 

（４）展開・先端科目は社会の多様な法的ニーズに応え、応用的・先端的な法領域について基礎的な理

解を得させるために、実務との融合にも配慮しながら幅広くかつ高度の専門的教育を行う授業科目

になっている。 

 

２－１－４：重点基準 

基準２－１－２の各号のすべてにわたって教育上の目的に応じて適当と認められる単位数以上の授業科目

が開設されていること。また、各法科大学院の教育の理念及び目標に照らして、必修科目、選択必修科目及び

選択科目等の分類が適切に行われ、学生による段階的履修に資するよう各年次にわたって適切に配当されてい

ること。 

 当該法科大学院においては、教育上の目的に応じた授業科目が開設されているとともに、必修科目、選

択必修科目及び選択科目の分類が行われ、学生による段階的履修に資するよう各年次にわたって配当され

ている。 

 

２－１－５：重点基準 

基準２－１－２（１）に定める法律基本科目については、次の各号に掲げる単位数の授業科目を必修科目と

して開設することを標準とし、標準単位数を超えて必修科目又は選択必修科目を開設する場合には、８単位増

をもって必修総単位数の上限とする。ただし、法学未修者１年次に配当される法律基本科目については、別に

６単位を限度として必修とすることができる。 

（１）公法系科目（憲法又は行政法に関する分野の科目をいう。）       10単位 

（２）民事系科目（民法、商法又は民事訴訟法に関する分野の科目をいう。）  32単位 

（３）刑事系科目（刑法又は刑事訴訟法に関する分野の科目をいう。）          12単位 

 当該法科大学院においては、法律基本科目について、その必修総単位数が、公法系科目 14 単位、民事

系科目32単位、刑事系科目16単位、「法学入門」１単位の合計63単位とされており、このうち６単位は、

法学未修者１年次の法律基本科目の基礎的な学修を確保するものとして、法学未修者１年次に配当される

法律基本科目に当たる単位数であるとされている。 
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２－１－６：重点基準 

（１）基準２－１－２（２）に定める法律実務基礎科目については、次に掲げる授業科目が必修科目として開

設されていること。 

ア 法曹としての責任感や倫理観を涵養することを内容とする授業科目（２単位） 

イ 要件事実及び事実認定に関する基礎的な教育を含む民事訴訟実務の基礎を内容とする授業科目 

（２単位） 

ウ 事実認定に関する基礎的な教育を含む刑事訴訟実務の基礎を内容とする授業科目（２単位） 

（２）（１）に掲げる必修科目６単位のほか、次に例示する内容の授業科目その他の法曹としての技能及び責任

等を修得させるために適切な内容を有する授業科目のうち、４単位相当が必修又は選択必修とされている

こと。 

ア 模擬裁判 

（民事・刑事裁判過程の主要場面について、ロールプレイ等のシミュレーション方式によって学生に参

加させ、裁判実務の基礎的技能を身に付けさせる教育内容） 

イ ローヤリング 

（依頼者との面接・相談・説得の技法や、交渉・調停・仲裁等のＡＤＲ（裁判外紛争処理）の理論と実

務を、ロールプレイをも取り入れて学ばせ、法律実務の基礎的技能を修得させる教育内容） 

ウ クリニック 

（弁護士の指導監督のもとに、法律相談、事件内容の予備的聴き取り、事案の整理、関係法令の調査、

解決案の検討等を具体的事例に則して学ばせる教育内容） 

エ エクスターンシップ 

（法律事務所、企業法務部、官公庁法務部門等で行う研修） 

オ 公法系訴訟実務の基礎を内容とする授業科目 

（行政訴訟を中心とする公法系の諸問題を含む訴訟について、公法系の法律基本科目の学修を踏まえつ

つ、紛争や訴訟の現場を意識させるための各種の書面を作成させ、種々の理論的問題、技術的問題が

訴訟実務においてどのように現れるかを模擬的に理解することを通じて、公法系訴訟実務の基礎を修

得させる教育内容） 

（３）（１）アについては、「法曹倫理」などの授業科目名で独立の授業科目として開設されていること。また、

他の授業科目の授業においても、法曹倫理に留意した教育が行われていること。 

（４）次に掲げる教育内容について指導が行われていること。ただし、これらの指導のために授業科目を開設

し、単位を認定することは要しない。 

ア 法情報調査 

（法令、判例及び学説等の検索、並びに判例の意義及び読み方の学習等、法学を学ぶ上で必要な法情報

の調査・分析に関する技法を修得させる教育内容） 

イ 法文書作成 

（法的文書（契約書・遺言書、法律意見書・調査報告書又は起訴状・訴状・準備書面等）の作成の基本

的技能を、添削指導等により修得させる教育内容） 

 当該法科大学院においては、法律実務基礎科目について、法曹としての責任感や倫理観を涵養するため

の教育内容として、独立した授業科目「法曹倫理」（２単位）が必修科目として開設され、また、他の授業

科目においてもこのことに留意した教育が行われている。 
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 要件事実及び事実認定に関する基礎的な教育を含む民事訴訟実務の基礎として、授業科目「民事訴訟実

務の基礎」（２単位）が必修科目として開設され、事実認定に関する基礎的な教育を含む刑事訴訟実務の基

礎として、授業科目「刑事訴訟実務の基礎」（２単位）が必修科目として開設されている。 

 また、模擬裁判は授業科目「模擬裁判」、クリニックは授業科目「クリニック」、エクスターンシップは

授業科目「エクスターンシップ」（各２単位）が選択必修科目として開設され、法曹としての技能及び責任

等を修得するために適切な内容を有する授業科目４単位を修得するものとされている。 

 法情報調査は、授業科目「法情報調査」が必修科目として開設され、法文書作成は、必修科目である授

業科目「刑事訴訟実務の基礎」の中で適宜指導が行われている。 

 これら法律実務基礎科目の授業内容を定め、またそれを実施するに当たっては、授業科目ごとに研究者

教員による「連携教員」を定め、授業担当教員である実務家教員と協議しながらシラバスを作成するとと

もに、授業期間中においては授業参観を行うなど、実務家教員と研究者教員による協力がなされている。 

 

２－１－７：重点基準 

基準２－１－２（３）に定める基礎法学・隣接科目については、学生がそれぞれの関心に応じて効果的な履

修を行うために十分な数の授業科目が開設され、そのうち、４単位以上が必修又は選択必修とされていること。

 当該法科大学院においては、基礎法学・隣接科目について、学生がそれぞれの関心に応じて効果的な履

修を行うに足りる数の授業科目が開設され、そのうち４単位が選択必修とされている。 

 

２－１－８：重点基準 

基準２－１－２（４）に定める展開・先端科目については、各法科大学院の養成しようとする法曹像に適っ

た内容を有する十分な数の授業科目が開設され、そのうち、12単位以上が必修又は選択必修とされていること。

 当該法科大学院においては、展開・先端科目について、養成しようとする法曹像に適った内容を有する

十分な数の授業科目が開設され、そのうち12単位が選択必修とされている。 

 

２－１－９：重点基準 

各授業科目における授業時間等が、単位数との関係において、大学設置基準第21条から第23条までの規定

に照らして適切に設定されていること。 

 当該法科大学院の各授業科目における、授業時間等の設定は、単位数との関係において、大学設置基準

第21条（単位）、第22条（１年間の授業期間）及び第23条（各授業科目の授業期間）の規定に適合して

いる。 

 

以上の内容を総合し、「第２章のすべての基準を満たしている。」と判断する。 

 

２ 指摘事項 

【特色ある点】 

○ 展開・先端科目の授業科目「紛争とその法的解決Ⅰ」及び「紛争とその法的解決Ⅱ」は、主として北

陸三県で発生した事例を取り上げ、実際に担当した弁護士を外部講師として招き、オムニバス形式で展

開される講義であり、「地域に根ざした法曹教育」という当該法科大学院の基本理念に即した内容の適

切な科目である。 
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○ 修了者は、法曹等として石川県を中心に地方都市で活躍しており、「地域に根ざした法曹教育」という

当該法科大学院の基本理念に沿った教育が実現されている。 
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第３章 教育方法 

 

１ 評価 

第３章のすべての基準を満たしている。 

 

【根拠理由】 

３－１－１ 法科大学院においては、少人数による双方向的又は多方向的な密度の高い教育が行われなければならないこと

が基本であることにかんがみ、一の授業科目について同時に授業を行う学生数が、この観点から適切な規模に維

持されていること。 

 当該法科大学院においては、少人数による双方向的又は多方向的な密度の高い教育が行われなければな

らないことが基本であることにかんがみ、一の授業科目について同時に授業を行う学生数は、この観点に

適合する規模に維持されている。 

 なお、他研究科の学生又は科目等履修生による当該法科大学院の授業科目の履修を可能とする制度は採

用されていない。 

 

３－１－２ 法律基本科目について同時に授業を行う学生数は、50人を標準とすること。 

 当該法科大学院においては、法律基本科目について同時に授業を行う学生数は、25人が標準とされてい

る。 

 

３－２－１ 法科大学院における授業の実施に当たっては、次の各号を満たしていること。 

（１）専門的な法知識を確実に修得させるとともに、批判的検討能力、創造的思考力、事実に即して具体的な

問題を解決していくために必要な法的分析能力及び法的議論の能力その他の法曹として必要な能力を育

成するために、授業科目の性質に応じた適切な方法がとられていること。 

（２）１年間の授業の計画、各授業科目における授業の内容及び方法、成績評価の基準と方法があらかじめ学

生に周知されていること。 

（３）授業の効果を十分に上げられるよう、授業時間外における学習を充実させるための措置が講じられてい

ること。 

 当該法科大学院における授業は、専門的な法知識を確実に修得させるとともに、批判的検討能力、創造

的思考力、事実に即して具体的な問題を解決していくために必要な法的分析能力及び法的議論の能力その

他の法曹として必要な能力を育成するためにふさわしい教材、具体的な事案、事件・記録を使用し、少人

数による双方向的又は多方向的な討論を行うなど、授業科目の性質に応じた授業方法がとられている。 

 授業については、法律基本科目において、教員と学生との対話式授業を中心としつつ、適宜、講義スタ

イルを併用した授業が実施され、２年次以降配当の演習科目においては、あらかじめ報告者を定め、その

報告に基づいて議論する方式と、報告者を定めることなく学生を無作為に指名し答述させる方式とを併用

するなど、少人数による双方向的・多方向的な討論を行う授業が実施されている。また、法律基本科目以

外の授業においても、密度の高い教育が行われている。 

法律実務基礎科目の授業科目「クリニック」及び「エクスターンシップ」においては、参加学生による

関連法令の遵守の確保のほか、守秘義務等に関する指導監督が行われている。さらに、授業科目「エクス

ターンシップ」においては、当該法科大学院の教員が研修先の実務指導者との間の連絡を踏まえて研修学
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生を指導監督し、かつ、単位認定等の成績評価に責任をもつ体制が整備されており、単位認定を受ける学

生は、研修先から報酬を受け取っていない。 

また、１年間の授業の計画、各授業科目における授業の内容及び方法、成績評価の基準と方法がシラバ

スに記載され、年度ごとに学生に配付されるとともに大学ウェブサイトに掲載されており、あらかじめ学

生に周知されている。 

 授業の効果を十分に上げられるよう、授業時間外における学習を充実させるための措置については、授

業時間割の作成における学生の自主的な学習時間の確保に対する配慮、学習や学務に関する情報を入手で

きる当該大学独自のウェブサイトである「アカンサスポータル」を活用した予習・復習に関する情報提供、

オフィスアワーの設定、休祝日関係なく24時間の利用ができる自習室の整備等が講じられている。 

集中講義については、授業の履修に際して授業時間外の事前事後の学習に必要な時間が確保されるよう

配慮されている。 

 

３－３－１：重点基準 

法科大学院における各年次において、学生が履修科目として登録することのできる単位数は、原則として合

計36単位が上限とされていること。 

当該法科大学院における各年次において、学生が履修科目として登録することのできる単位数は、授業

時間外の事前事後の学習時間を十分に確保できるよう、１年次においては42単位（うち６単位は法学未修

者１年次の法律基本科目を含む。）が上限とされており、２年次においては、36単位が上限とされている。

在学の最終年次においては、それまでの履修実績や選択科目の履修可能性の拡大等を考慮し、44単位が上

限とされている。 

 

以上の内容を総合し、「第３章のすべての基準を満たしている。」と判断する。 

 

２ 指摘事項 

特になし。 
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第４章 成績評価及び修了認定 

 

１ 評価 

第４章のすべての基準を満たしている。 

 

【根拠理由】 

４－１－１：重点基準 

学修の成果に係る評価（以下「成績評価」という。）が、各授業科目において適切に設定された達成度に照

らして、学生の能力及び資質を正確に反映する客観的かつ厳正なものとして行われており、次の各号を満たし

ていること。 

（１）成績評価の基準が設定され、かつ、学生に周知されていること。 

（２）当該成績評価の基準にしたがって成績評価が行われていることを確保するための措置が講じられている

こと。 

（３）成績評価の結果が、必要な関連情報とともに学生に告知されていること。 

（４）期末試験を実施する場合には、実施方法についても適切に配慮されていること。 

（５）再試験又は追試験を実施する場合には、受験者が不当に利益又は不利益を受けることのないよう特に配

慮されていること。 

 当該法科大学院においては、成績評価について、成績評価の基準の設定及び学生への周知、成績評価基

準にしたがった成績評価を確保するための措置、成績評価の結果の学生への告知、期末試験の実施におけ

る配慮等がなされ、各授業科目において設定された達成度に照らし学生の能力及び資質を反映し得る客観

的かつ厳正なものとして行われている。 

 成績評価の基準については、５段階評価とされ、成績のランク分け及び各ランクの分布の在り方に関す

る方針が設定され、これらは履修の手引に記載され、学生に周知されている。また、成績評価における考

慮要素については、定期試験、小テスト、レポート等としており、これらは履修の手引及びシラバスに記

載され、学生に周知されている。 

 当該成績評価の基準にしたがって成績評価が行われることを確保するための措置として、評価尺度の教

員間での共有、授業科目間における成績のばらつきを防止するための成績評価基本方針の設定等が講じら

れている。 

 成績評価の結果については、定期試験の解答例、成績評価に関するデータ（履修者数、合格率、成績分

布等）等の必要な関連情報とともに学生に告知されている。 

また、答案用紙への氏名無記載や教材持ち込みの禁止等、期末試験における実施方法について配慮され

ており、追試験においても、受験者が不当に利益又は不利益を受けることのないよう配慮されている。 

なお、再試験は実施しないこととされている。 

 

４－１－２ 一学年を終了するに当たって学修成果が一定水準に達しない学生に対し、次学年配当の授業科目の履修を制限

する制度（以下「進級制」という。）が原則として採用されていること。 

 当該法科大学院においては、一学年を終了するに当たって履修成果が一定水準に達しない学生に対し、

次学年配当の授業科目の履修を制限する制度（進級制）が採用されており、各学年における達成度に照ら

して、対象学年、進級要件及び進級要件を満たさずに原級留置となった場合の再履修を要する授業科目の
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範囲等の取扱い等が明確にされ、これらは履修の手引に記載されているほか、入学時のガイダンスを通じ

て学生に周知されている。 

 

４－２－１：重点基準 

法科大学院の修了要件が、次の各号を満たしていること。 

（１）３年（３年を超える標準修業年限を定める研究科、専攻又は学生の履修上の区分にあっては、当該標

準修業年限）以上在籍し、93単位以上を修得していること。 

この場合において、次に掲げる取扱いをすることができる。 

ア 教育上有益であるとの観点から、他の大学院（他の専攻を含む。）において履修した授業科目につい

て修得した単位を、30単位を超えない範囲で、当該法科大学院における授業科目の履修により修得し

たものとみなすこと。 

ただし、93単位を超える単位の修得を修了の要件とする法科大学院にあっては、その超える部分の

単位数に限り30単位を超えてみなすことができる。 

イ 教育上有益であるとの観点から、当該法科大学院に入学する前に大学院において履修した授業科目

について修得した単位を、アによる単位と合わせて30単位（アのただし書により30単位を超えてみ

なす単位を除く。）を超えない範囲で、当該法科大学院における授業科目の履修により修得したもの

とみなすこと。 

また、上記に定めるところにより、当該法科大学院に入学する前に修得した単位（学校教育法第102

条第１項の規定により入学資格を有した後、修得したものに限る。）を当該法科大学院において修得

したものとみなす場合であって当該単位の修得により当該法科大学院の教育課程の一部を履修した

と認めるときは、当該単位数、その修得に要した期間その他を勘案し、１年を超えない範囲で当該法

科大学院が定める期間在学したものとみなすことができる。 

ウ 当該法科大学院において必要とされる法学の基礎的な学識を有すると認める者（以下「法学既修者」

という。）に関して、１年を超えない範囲で当該法科大学院が認める期間在学し、アとイによる単位

と合わせて 30 単位（アのただし書により 30 単位を超えてみなす単位を除く。）を超えない範囲で当

該法科大学院が認める単位を修得したものとみなすこと。 

ただし、93単位を超える単位の修得を修了の要件とする法科大学院にあっては、その超える部分の

単位数に限り30単位を超えてみなすことができる。 

（２）次のアからカまでに定める授業科目につき、それぞれアからカまでに定める単位数以上を修得してい

ること。 

ただし、３年未満の在学期間での修了を認める場合には、当該法科大学院において、アからウまでに

定める授業科目について合計 18 単位以上並びにエからカに定める授業科目についてそれぞれエからカ

に定める単位数以上を修得していること。 

ア 公法系科目 

イ 民事系科目 

ウ 刑事系科目 

エ 法律実務基礎科目 

オ 基礎法学・隣接科目 

カ 展開・先端科目 

８単位

24単位

10単位

10単位

４単位

12単位
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（３）法律基本科目以外の科目の単位を、修了要件単位数の３分の１以上修得していること。ただし、基準

２－１－５のただし書による単位数については、本号の修了要件単位数に算入しないことができる。 

当該法科大学院における修了要件は、３年在籍し、100単位を修得することとされている。 

この場合において、教育上有益であるとの観点から、他の大学院等において履修した授業科目について

修得した単位、及び入学前に大学院において履修した授業科目について修得した単位（科目等履修生とし

て修得した単位を含む。）を、合計37単位を超えない範囲で、当該法科大学院における授業科目の履修に

より修得したものとみなすことができるとされている。 

当該法科大学院において必要とされる法学の基礎的な学識を有すると認める者（法学既修者）について

は、１年を超えない範囲で当該法科大学院が認める期間在学し、他の大学院等において履修した授業科目

について修得した単位、及び入学前に大学院において修得した単位と合わせて、35単位を超えない範囲で

当該法科大学院が認める単位を修得したものとみなすこととされている。 

各科目の修了要件単位数は、法律基本科目のうち公法系科目14単位、民事系科目32単位、刑事系科目

16単位、法律実務基礎科目11単位、基礎法学・隣接科目４単位、展開・先端科目12単位のほか、必修科

目の「法学入門」１単位、選択科目から10単位を修得することとされている。 

修了要件単位数全体に対する法律基本科目以外の科目に関する修了要件単位数の割合については、３分

の１以上が確保されている。 

 

４－２－２ 修了の認定に必要な修得単位数は、102 単位が上限とされていること。ただし、基準２－１－５のただし書に

よる単位数については、102単位の上限を超えることができる。 

 当該法科大学院における修了の認定に必要な修得単位数は、上限として定められている単位数を超えて

いない。 

 

４－３－１ 法科大学院が、当該法科大学院において必要とされる法学の基礎的な学識を有する者であると認める（いわゆ

る法学既修者として認定する）に当たっては、適切に法律科目試験が実施されるとともに、その他の教育上適切

な方法がとられていること。 

 当該法科大学院の法学既修者の認定については、独自の法学既修者認定試験が実施されている。 

法学既修者認定試験の実施に当たっては、法学類の定期試験問題と類似しないよう出題委員及び入試・

広報委員により出題内容の確認が行われるとともに、出題者が作成した「出題の意図」に基づき厳正に採

点するほか、採点の際の匿名性が確保されるなど、当該大学出身の受験者と他大学出身の受験者との間で、

出題及び採点において公平を保つことができるような措置が講じられている。 

 法学既修者認定試験は、公法（憲法・行政法）、私法（民法・商法）、刑法の３科目５分野について論述

式試験を実施し、合格した者を法学既修者として認定することとされている。 

 法学既修者として認定された者について履修免除が認められる授業科目については、これらの法律科目

試験の対象となった分野に限定されている。 

 また、法学既修者としての認定は、法学未修者１年次に配当される法律基本科目すべての単位を一括し

て免除する方法で行われている。 

 法学既修者に対しては、１年間の在学期間の短縮を認め、35単位を修得したものとみなしている。この

35単位については、１年次の必修科目36単位から授業科目「法情報調査」（１単位）を除いた合計35単

位に対応しており、在学期間の短縮は、修得したものとみなされる単位数との関係を適切に考慮したもの
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となっている。 

 

以上の内容を総合し、「第４章のすべての基準を満たしている。」と判断する。 

 

２ 指摘事項 

特になし。 
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第５章 教育内容等の改善措置 

 

１ 評価 

第５章のすべての基準を満たしている。 

 

【根拠理由】 

５－１－１ 教育の内容及び方法の改善を図るための研修及び研究が、組織的かつ継続的に行われていること。 

当該法科大学院においては、教育の内容及び方法の改善を図るため、「カリキュラム・ＦＤ委員会」が

設置され、その研修及び研究が、組織的かつ継続的に行われている。 

具体的には、学生による授業評価アンケートの実施とその対応、教員相互の授業参観、連携教員制度の

導入、教員研修会、実務家との意見交換会、講演会や他大学院への訪問研究等が行われている。 

 

以上の内容を総合し、「第５章のすべての基準を満たしている。」と判断する。 

 

２ 指摘事項 

 特になし。 
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第６章 入学者選抜等 

 

１ 評価 

第６章のすべての基準を満たしている。 

 

【根拠理由】 

６－１－１ 法科大学院は、公平性、開放性及び多様性の確保を前提として、各法科大学院の教育の理念及び目標に照らし

て、アドミッション・ポリシー（入学者受入方針）を設定し、公表していること。また、入学志願者に対して、

これとともに必要な情報を事前に周知するよう努めていること。 

 当該法科大学院においては、アドミッション・ポリシーについて、公平性、開放性、多様性の確保を前

提としつつ、当該法科大学院が掲げる基本理念及び教育目的に照らし、「①推論能力や論理展開能力等、法

学教育に必要となる基礎能力を備えている方、②人間と社会に対する健全な関心と判断能力を有する方、

③様々なバックグラウンドを有する方、④法律基本科目に対する基礎的な専門知識を有する方（短縮コー

スのみ）」として設定され、ウェブサイト、学生募集要項を通じて公表されている。また、入学志願者に対

して、基本理念及び教育目的や入学者選抜の方法等の必要な情報が、進学説明会、ウェブサイト、学生募

集要項、パンフレットを通じて事前に周知されている。 

 

６－１－２ 法科大学院には、入学者の適性及び能力等の評価、その他の入学者受入に係る業務（法学既修者の認定に係る

業務を含む。）を行うための責任ある体制が整備されていること。 

 当該法科大学院においては、入学者の適性及び能力等の評価、その他の入学者受入に係る業務を行うた

めの責任ある体制として、「入試・広報委員会」及び「入試実施委員会」が設置され、入試業務に関する最

終的な決定は法務研究科会議が行うこととされている。 

 

６－１－３ 各法科大学院のアドミッション・ポリシーに照らして、入学者選抜における公平性及び開放性が確保されてい

ること。 

 当該法科大学院においては、当該大学出身者に対する優先枠を設けるなどの優遇措置が講じられていな

いとともに、入学者選抜における選考方法、配点比率、過去の入試状況（合格者数、法律専門科目試験問

題、小論文試験問題、成績状況等）が公表されており、また、身体に障がいがある者に対しては、学生募

集要項を通じて事前相談に係る内容が告知され、等しく受験の機会が確保されているなど、アドミッショ

ン・ポリシーに照らして、入学者選抜における公平性及び開放性が確保されている。 

 

６－１－４：重点基準 

入学者選抜に当たっては、法科大学院において教育を受けるために必要な入学者の適性及び能力等が適確か

つ客観的に評価されていること。 

 当該法科大学院においては、入学者選抜に当たって、法科大学院統一適性試験を用いて、履修の前提と

して要求される判断力、思考力、分析力、表現力等が適確かつ客観的に評価されており、標準コース（法

学未修者３年コース）については小論文試験、短縮コース（法学既修者２年コース）については法律専門

科目試験を実施し、さらに面接試験を行うことにより、当該法科大学院において教育を受けるために必要

な入学者の適性及び能力等が適確かつ客観的に評価されている。 
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６－１－５ 入学者選抜に当たっては、多様な知識又は経験を有する者を入学させるよう努めていること。 

 当該法科大学院においては、入学者選抜に当たって、多様な知識又は経験を有する者を入学させるため

に、法学関係以外の学部出身者及び社会人に対する優先合格枠（合格者のうち３割程度）を設定している

ほか、社会経験又は学習経験を踏まえて、志望理由及び入学後の抱負を記載できる志望理由書の提出を求

めること等によって、大学等の在学者については、学業成績のほか多様な学識及び課外活動等の実績を、

また、社会人等については、多様な実務経験及び社会経験等を適切に評価できるよう努めている。 

 入学者について、法学関係以外の学部出身者又は実務等の経験を有する者の割合は、平成 20 年度は約

44％、平成21年度は約57％、平成22年度は25％、平成23年度は約38％、平成24年度は約30％であり、

３割以上となるよう努めている。 

 

６－２－１ 法科大学院の在籍者数については、収容定員を上回ることのないよう努めていること。また、在籍者数が収容

定員を上回った場合には、この状態が恒常的なものとならないための措置が講じられていること。 

 当該法科大学院における在籍者数は63人であり、収容定員75人を上回っていない。 

 

６－２－２ 入学者受入において、所定の入学定員と乖離しないよう努めていること。 

 当該法科大学院における入学者受入においては、入学辞退者数を見込んだ合格者数を決定し、また、平

成24年度入試からは２次募集を実施するなどして、所定の入学定員と乖離しないよう努めている。 

 

６－２－３：重点基準 

在籍者数、入学者選抜における競争倍率、専任教員数、修了者の進路及び活動状況等を総合的に考慮し、入

学定員の見直しを含む入学者選抜の改善への取組が適宜行われていること。 

 当該法科大学院においては、在籍者数、入学者選抜における競争倍率、専任教員数を総合的に考慮し、

平成22年度の入学定員から、前年度と比較して定員を15人削減する見直しが行われるとともに、平成24

年度入試からは２次募集を実施するなど、入学定員の見直しを含む入学者選抜の改善への取組が行われて

いる。 

 

以上の内容を総合し、「第６章のすべての基準を満たしている。」と判断する。 

 

２ 指摘事項 

【特色ある点】 

○ 入学者選抜において、多様な学生を確保するために、法学関係以外の学部出身者及び社会人について、

優先合格枠を設けている。 
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第７章 学生の支援体制 

 

１ 評価 

第７章のすべての基準を満たしている。 

 

【根拠理由】 

７－１－１ 各法科大学院の教育の理念及び目標に照らして、学生が課程の履修に専念して教育課程上の成果を上げること

ができるよう、学習支援の体制が十分に整備されていること。 

 当該法科大学院においては、正課外で専任教員が関与する任意参加の自主講座・自主ゼミ等の学習指導

が多数回実施されているものの、基本理念及び教育目的に照らして、学生が課程の履修に専念して教育課

程上の成果を上げることができるよう、各学期開始時のガイダンス、アドバイス教員制度、オフィスアワ

ー、弁護士チューター制度、学生アドバイザー制度等によって、学習支援の体制が整備されている。また、

入学者に対して、学期開始当初から学習が適切に行われるよう、入学前の指定図書による事前学習の推奨、

入学者全員に対するオリエンテーションの実施等、学習支援の配慮がなされている。 

 法学未修者に対しては、１年次に配当される法律基本科目の学習が適切に行われるよう、法律基本科目

の授業期間が始まる前に集中講義で「法学入門」の授業を実施するなど、学習支援において特段の配慮が

なされている。 

 また、オフィスアワーが有効に活用できるよう、各教員のオフィスアワーの時間帯、場所、面談の予約

方法等が記載された一覧表が、「アカンサスポータル」等により学生に周知されている。 

 このほか、勉学上の相談全般に対応する弁護士チューターを採用しているほか、修了者の一部を学生ア

ドバイザーとして採用するなど、各種教育補助者による学習支援体制の整備に努めている。 

 

７－２－１ 学生が在学期間中に法科大学院の課程の履修に専念できるよう、学生の経済的支援及び学生生活に関する支援

体制の整備に努めていること。 

 当該法科大学院においては、学生の経済的支援について、独立行政法人日本学生支援機構による奨学金

に関する情報の提供がなされるとともに、入学料・授業料の減免及び徴収猶予制度が整備されている。 

 学生生活に関する支援については、保健管理センターにおいて定期健康診断及び健康等に関する各種相

談、教員や学生ボランティアによる生活相談が行われているほか、各種ハラスメントについては、ハラス

メント相談員が置かれるなど、必要な相談・助言体制が整備されている。 

 

７－３－１ 身体に障害のある学生に対して、次の各号に掲げる支援体制の整備に努めていること。 

（１）修学のために必要な基本的な施設及び設備の整備充実。 

（２）修学上の支援、実習上の特別措置。 

 当該法科大学院においては、身体に障がいのある学生の修学のために必要な基本的な施設及び設備とし

て、スロープ、手すり、車いすのための鏡付きエレベーター、事務室等における引戸が設置されるなど整

備充実に努めている。 

 身体に障がいのある学生が入学した際には、視覚障がいのある学生に対応するパソコンの導入や、聴覚

障がいのある学生への支援としてのノートテイカー制度等修学上必要な支援措置を講じる予定であり、配

慮に努めている。 
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７－４－１ 学生支援の一環として、学生がその能力及び適性、志望に応じて、主体的に進路を選択できるように、適切な

相談窓口を設置するなどにより、必要な情報の収集・管理・提供、ガイダンス、指導、助言に努めていること。

 当該法科大学院においては、学生支援の一環として、学生がその能力及び適性、志望に応じて、主体的

に進路を選択できるよう、全学の組織として「就職支援室」を設けているほか、当該法科大学院に「就職

支援委員会」を置き、就職支援サイト「ジュリナビ」の案内や就職支援関係説明会の実施、アドバイス教

員による進路相談への対応等、学生の職業支援に努めている。 

 

以上の内容を総合し、「第７章のすべての基準を満たしている。」と判断する。 

 

２ 指摘事項 

【優れた点】 

○ 学生１人に対し、アドバイス教員２人が配置されており、可能な限り研究者教員と実務家教員の組合

せで構成され、個別の指導及び助言がきめ細かく行われている。 

 

【留意すべき点】 

○ 専任教員により正課外において実施されている学習指導について、過度の補習指導とならないよう留

意する必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



金沢大学大学院法務研究科法務専攻 

- 25 - 

第８章 教員組織 

 

１ 評価 

第８章のすべての基準を満たしている。 

 

【根拠理由】 

８－１－１：重点基準 

研究科及び専攻の種類及び規模に応じ、教育上必要な教員が置かれていること。 

 当該法科大学院においては、教員組織について、学生数の規模に応じ、法律基本科目、法律実務基礎科

目、展開・先端科目のそれぞれに専任教員が配置されるなど、教育上必要な教員が配置されている。 

 

８－１－２：重点基準 

基準８－１－１に定める教員のうち、次の各号のいずれかに該当し、かつ、その担当する専門分野に関し高

度の教育上の指導能力があると認められる者が、専任教員として専攻ごとに置かれていること。 

（１）専攻分野について、教育上又は研究上の業績を有する者 

（２）専攻分野について、高度の技術・技能を有する者 

（３）専攻分野について、特に優れた知識及び経験を有する者 

 当該法科大学院においては、専攻分野について、教育上・研究上の業績を有する者、又は特に優れた知

識及び経験を有する者で、かつ、その担当する専門分野に関し高度の教育上の指導能力があると認められ

る者が、専任教員として配置されている。 

 

８－１－３ 教員の採用及び昇任に関し、教員の教育上の指導能力等を適切に評価するための体制が整備されていること。

 当該法科大学院においては、専任教員の採用及び昇任に関して、「選考委員会」において候補者の教育・

研究歴及び研究業績等について審査し、法務研究科会議において審議・決定する方法がとられている。 

 また、兼担教員及び兼任教員の採用に関しても、「教務・学生委員会」において、候補者が専任教員と同

等の高度な教育上の指導能力を有するかを審査し、法務研究科会議において審議・決定する方法がとられ

ており、当該法科大学院における教育を担当するにふさわしい教育上の指導能力等を適切に評価するため

の体制が整備されている。 

 

８－２－１：重点基準 

法科大学院には、専攻ごとに、平成 11 年文部省告示第 175 号の別表第一及び別表第二に定める修士課程を

担当する研究指導教員の数の 1.5 倍の数（小数点以下の端数があるときは、これを切り捨てる。）に、同告示

の第２号、別表第一及び別表第二に定める修士課程を担当する研究指導補助教員の数を加えた数の専任教員を

置くとともに、同告示の別表第三に定める修士課程を担当する研究指導教員１人当たりの学生の収容定員に４

分の３を乗じて算出される収容定員の数（小数点以下の端数があるときは、これを切り捨てる。）につき１人

の専任教員が置かれていること。 

 当該法科大学院においては、専任教員数について、専門職大学院設置基準において、専任教員12人、そ

のうち半数以上が原則として教授であることが求められているところ、現員数については、基本理念及び

教育目的を実現するため、基準で必要とされる数を超えて専任教員が配置されている。 



金沢大学大学院法務研究科法務専攻 

- 26 - 

８－２－２：重点基準 

法律基本科目（憲法、行政法、民法、商法、民事訴訟法、刑法、刑事訴訟法）については、いずれも当該科

目を適切に指導できる専任教員（専ら実務的側面を担当する教員を除く。）が置かれていること。 

 当該法科大学院においては、法律基本科目（憲法、行政法、民法、商法、民事訴訟法、刑法及び刑事訴

訟法）については、いずれも当該科目を適切に指導できる専任教員が配置されている。 

 

８－２－３ 専任教員の科目別配置等のバランスが適正であり、かつ、教育上主要と認められる授業科目については、原則

として専任教員が置かれており、そのうち必修科目については、おおむね７割以上が専任教員によって担当され

ていること。 

 当該法科大学院においては、専任教員の科目別配置等について、法律基本科目だけでなく、法律実務基

礎科目、展開・先端科目のそれぞれに一定数の専任教員が配置されており、年齢構成についても著しい偏

りがなく、30歳代から60歳代までバランスがとれている。 

また、当該法科大学院においては、教育上主要と認められる授業科目は、法律基本科目及び法律実務基

礎科目であり、そのうち必修科目の授業は、ほぼすべてが専任教員によって担当されている。 

 

８－２－４：重点基準 

基準８－２－１に定める専任教員の数のおおむね２割以上は、専攻分野におけるおおむね５年以上の実務の

経験を有し、かつ、高度の実務の能力を有する者であること。 

 当該法科大学院においては、実務経験と高度な実務能力を有する教員について、専門職大学院設置基準

で必要とされる数を超える人数の専任教員がその実務経験に関連した授業科目を担当するよう配置され、

全員10年以上の実務経験を有する者である。このうち、みなし専任教員については、１年につき６単位以

上の授業科目を担当し、かつ、法務研究科会議の構成員であり、教育課程の編成その他の当該法科大学院

の組織運営について責任を担う者である。 

 

８－２－５ 基準８－２－４に定める実務の経験を有し、かつ、高度の実務の能力を有する専任教員の少なくとも３分の２

は、法曹としての実務の経験を有する者であること。 

 当該法科大学院においては、配置されている実務家専任教員（みなし専任教員を含む。）のすべてが法曹

としての実務の経験を有する者である。 

 

８－３－１ 法科大学院の教員の授業負担は、年度ごとに、適正な範囲内にとどめられていること。 

 当該法科大学院においては、教員の授業負担について、年間20単位を超える専任教員が１人いるものの、

他の専任教員は20単位以下であり、適正な範囲内にとどめられている。 

 

８－３－２ 法科大学院の専任教員には、その教育上、研究上及び管理運営上の業績に応じて、数年ごとに相当の研究専念

期間が与えられるよう努めていること。 

 当該法科大学院においては、専任教員の教育研究の遂行に必要な知識及び能力の向上を図ることを目的

として、相当の研究専念期間が与えられるよう努めている。 
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８－３－３ 法科大学院の専任教員の教育上及び研究上の職務を補助するため、必要な資質及び能力を有する職員が適切に

置かれていること。 

 当該法科大学院においては、専任教員の教育上及び研究上の職務を補助するため、事務職員が２人、司

書が１人配置されている。 

 

以上の内容を総合し、「第８章のすべての基準を満たしている。」と判断する。 

 

２ 指摘事項 

 特になし。 
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第９章 管理運営等 

 

１ 評価 

第９章のすべての基準を満たしている。 

 

【根拠理由】 

９－１－１ 法科大学院における教育活動等を適切に実施するための独自の運営の仕組みとして、法科大学院の運営に関す

る重要事項を審議する会議（以下「法科大学院の運営に関する会議」という。）及び専任の長が置かれていること。

 当該法科大学院においては、教育活動等を適切に実施するために独自の仕組みを有しており、専任の長

である法務研究科長が置かれている。 

当該法科大学院の運営に関する重要事項を審議する組織としては、法務研究科会議が置かれている。法

務研究科会議は、専任教員（みなし専任教員を含む。）により構成されており、当該法科大学院の教育課程、

教育方法、成績評価、修了認定、入学者選抜及び教員の人事等に関する重要事項について、審議・決定す

ることとされている。 

 

９－１－２ 法科大学院の管理運営を行うために、法科大学院の設置形態及び規模等に応じて、適切な事務体制が整備され、

職員が適切に置かれていること。 

 当該法科大学院においては、管理運営を行うために、「人間社会系事務部」が組織され、事務部長のほか、

人事、総務に関する事務を行う総務課に13人、会計に関する事務を行う会計課に９人、学務に関する事務

を行う学生課に４人の職員がそれぞれ配置されている。 

 

９－１－３ 法科大学院における教育活動等を適切に実施するためにふさわしい財政的基礎を有していること。 

 当該法科大学院においては、教育活動等を適切に実施するために、設置者により当該法科大学院の運営

に必要な経費が負担されており、教育活動等を実施するにふさわしい財政的基礎を有している。 

また、予算の配分に当たっては、当該法科大学院の求めに応じて、設置者である学長が当該法科大学院

の運営に係る財政上の事項について意見を聴取する機会が設けられている。 

 

以上の内容を総合し、「第９章のすべての基準を満たしている。」と判断する。 

 

２ 指摘事項 

特になし。 
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第10章 施設、設備及び図書館等 

 

１ 評価 

第10章のすべての基準を満たしている。 

 

【根拠理由】 

10－１－１ 法科大学院には、その規模に応じ、教員による教育及び研究並びに学生の学習その他当該法科大学院の運営に

必要な種類、規模、質及び数の教室、演習室、実習室、自習室、図書館、教員室その他の施設が備えられている

こと。 

 当該法科大学院においては、教員による教育及び研究並びに学生の学習その他法科大学院の運営に必要

な種類、規模、質及び数の教室、演習室、実習室（模擬法廷室）、自習室、図書館、教員室等の施設が整備

されている。 

 教室、演習室及び実習室については、授業を支障なく実施することができるよう整備されている。授業

の効果的な実施に必要な設備及び機器として、教室及び演習室には、プロジェクター、スクリーン、ＤＶ

Ｄデッキ、音響設備等が配備され、実習室には視聴覚装置等が配備されている。 

学生の自習室については、当該法科大学院専用であり、学生総数と同数以上の自習机が固定席として整

備されるとともに、休祝日関係なく24時間使用できるなど、十分なスペースと利用時間が確保されている。

また、学生の学習の効果的な実施に必要な設備及び機器として、ロッカーが整備されている。 

さらに、ソフトウェアの面では、パソコンを利用して法令集・判例集の検索・閲覧を行うことのできる

「ＬＬＩ統合型法律情報システム」等を利用できる環境が整備されている。 

 図書館については、当該法科大学院専用の法務研究科図書室が整備されている。法務研究科図書室には、

教員による教育及び研究並びに学生の学習に必要な図書及び資料が備えられており、「図書委員会」が管理

運営を行い、学生及び専任教員の希望に応じた図書及び資料の購入を図るなどの管理及び維持がなされて

いるとともに、必要な設備及び機器として、パソコン、プリンタ、複写機等が整備されている。また、法

務研究科図書室には、司書の資格を有し、法情報調査の基礎的素養を備えた専門的な能力を有する職員が

配置されている。 

さらに、自習室においてパソコンを使用した図書・資料・判例の検索が可能となっており、法務研究科

図書室の距離が近いことから、自習室と法務研究科図書室との有機的連携が確保されている。 

 教員室については、専任教員にはそれぞれ１室が整備されており、非常勤教員には授業等の準備を行う

ことのできる教員控室が整備され、研究及び教育の効果的な実施に必要な設備及び機器が整備されている。 

教員が学生と面談することができる施設については、学生相談室が整備されており、独立したスペース

が確保されている。 

 

以上の内容を総合し、「第10章のすべての基準を満たしている。」と判断する。 

 

２ 指摘事項 

【優れた点】 

○ 自習室については、学生総数と同数以上の自習机が固定席として整備され、十分なスペースが確保さ

れており、休祝日関係なく24時間使用できるなど、十分な利用時間が確保されている。 
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○ 自習室においてパソコンを使用した図書・資料・判例の検索が可能であるほか、自習室と法務研究科

図書室の距離が近いことから、自習室と法務研究科図書室との有機的連携が確保されている。 

○ 法務研究科図書室に司書の資格及び法情報調査に関する基礎的素養を備えている職員が配置されてい

る。 
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第11章 自己点検及び評価等 

 

１ 評価 

第11章のすべての基準を満たしている。 

 

【根拠理由】 

11－１－１：重点基準 

法科大学院の教育水準の維持向上を図り、法科大学院の社会的使命を果たすため、自ら点検及び評価（以下

「自己点検及び評価」という。）を実施するための適当な体制が整備され、当該法科大学院の教育の理念及び

目標の達成状況その他教育活動等の状況について、適切な評価項目が設定され、それに基づいて自己点検及び

評価が実施され、その結果が当該法科大学院の教育活動等の改善に活用されていること。 

 当該法科大学院においては、教育水準の維持向上を図り、社会的使命を果たすために自ら点検及び評価

を行う組織として「点検評価委員会」が設置され、評価項目として「研究科の理念・目的及び基本組織」、

「教育内容・方法等」、「入学者選抜」、「学生の支援体制」、「教員組織」、「管理運営」、「自己点検・評価」、

「施設・設備及び図書等」、「その他教育・研究活動に関する事項」が設定され、それに基づいて自己点検

及び評価が実施されている。 

 自己点検及び評価の結果については、「点検評価委員会」において検討され、法務研究科会議において「点

検評価委員会」から専任教員全員に報告されるとともに、課題ごとに「教務・学生委員会」、「入試・広報

委員会」、「カリキュラム・ＦＤ委員会」、「予算委員会」、「就職支援委員会」及び「施設委員会」において

具体的に検討され、当該法科大学院における教育活動等の改善に活用されている。 

 

11－１－２ 自己点検及び評価の結果について、当該法科大学院を置く大学の教職員以外の者による検証を行うよう努めて

いること。 

 当該法科大学院においては、自己点検及び評価の結果について、法律実務に従事し、法科大学院の教育

に関し広くかつ高い識見を有する者を含む当該大学の教職員以外の者による検証が行われている。 

 

11－２－１ 法科大学院の教育活動等に関する重要事項、並びに法科大学院における教育活動等の状況に関する自己点検及

び評価の結果その他法科大学院に関する情報が、ウェブサイトへの掲載や印刷物の刊行等、広く社会に周知を図

ることができる方法によって、積極的に提供されていること。 

 当該法科大学院においては、教育活動等に関する重要事項について、ウェブサイト、学生募集要項、パ

ンフレット等を通じて、毎年度、公表されているほか、教育活動等の状況に関する自己点検及び評価の結

果が「法科大学院自己評価書」としてウェブサイトを通じて公表されている。 

 教員組織については、教員の担当する専門分野について、教育上又は研究上の業績、理論と実務を架橋

する法学専門教育を行うために必要な高度の教育上の指導能力を有していることを示す資料が、ウェブサ

イトの「担当教員の紹介」を通じて公表されている。また、専任教員については、その専門の知識経験を

生かした学外での公的活動や社会貢献活動に関する情報についても公表されている。 

 その他当該法科大学院に関する情報についても、ウェブサイトへの掲載、学生募集要項、パンフレット

等の印刷物の刊行等、広く社会に周知を図ることができる方法によって、積極的に情報が提供されている。 
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11－２－２ 評価の基礎となる情報について、適宜、調査及び収集を行い、適切な方法で保管されていること。 

当該法科大学院においては、評価の基礎となる情報は、教務・学生委員長の指示の下、「人間社会系事

務部学生課法務研学務係」において収集され、近時のものは法務研学務係室の保管庫に、過去のものは法

務研究科教員控室の保管庫において保管されている。 

 

以上の内容を総合し、「第11章のすべての基準を満たしている。」と判断する。 

 

２ 指摘事項 

【優れた点】 

○ 専任教員について、その専門の知識経験を生かした学外での公的活動や社会貢献活動に関する情報が

ウェブサイトの「担当教員の紹介」を通じて学内外に公表されている。 
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ⅰ 現況及び特徴（対象法科大学院から提出された自己評価書から転載） 

 

１ 現況 

（１）法科大学院（研究科・専攻）名                 

金沢大学大学院法務研究科法務専攻 

（２）所在地 

石川県金沢市 

（３）学生数及び教員数（平成24年５月１日現在） 

学生数：63人 

教員数：16人（うち実務家教員４人） 

 

２ 特徴 

 本研究科の基本的な教育目標は，本学における学士課

程，大学院課程を通じた法学教育の教育目標である「人

間及び社会に対する健全な関心と適切な判断能力の涵

養」を根幹としている。学士課程における法学教育は，

法を対象とする諸学問の教育研究の場であり，そこでの

修学の中心が実定法の解釈学に置かれることは自然の傾

向であるものの，法律を適用して紛争を解決し，あるい

は種々の政策を策定するのはあくまでも「人」であり，

その適用対象もまた基本的には「人」である。したがっ

て，法を解釈・適用し，運用する者が，「人」の現に生

活する社会に対して常に関心を払い，深い理解を示すと

いうことが，「法による支配」にとって不可欠となる。 

 このような基本的な教育目標の下，本学は，今日に至

るまで約 170 人の法曹を輩出し，また，北陸地域を中心

に，企業人，行政官，法学・政策学系研究者等地域社会

に貢献しうる多数の人材を輩出するなど，高等教育機関

としての社会的役割を果たしてきた。 

こうした背景のもと，本研究科は，司法制度改革審議

会の意見書に示された制度改革の趣旨，並びに法科大学

院の全国適正配置の方針を踏まえ，本学における法学教

育共通の基本的な教育目標のもと，法曹養成に特化した

専門職大学院として平成16年４月に設置された。 

 その際，①本研究科が金沢市という地方都市に位置し，

弁護士過疎地域に隣接する地に位置することといった地

域的特性，②北陸を中心とした地域社会において高等教

育機関としての社会的役割を果たしてきたという本学の

歴史にかんがみ，「地域に根ざした法曹養成」を本研究

科の基本理念として掲げた。この基本理念に基づく教育

目標にかかわる本研究科の具体的な特徴については次項

に譲り，本研究科の特徴を以下に述べる。 

徹底した少人数教育 

 本研究科は，１学年定員 25 人（平成 21 年度までは

40 人）であり，法科大学院としては小規模である。そ

のため，必然的にすべての授業において，少人数教育が

実践されている。特に，２年次以降に配当している演

習・総合演習においては，１学年を２クラスに分けて授

業を実施するため，１クラスの人数は約 10 人強となり，

教員と学生，学生相互の活発な討論が可能となる。また，

主に１年次に開講される講義についても，受講者は最大

で約 20 人（短縮コースの定員数が５人のため）にとど

まるため，教員は学生の理解度を見極めながら授業を展

開することが十分に可能であり，双方向・多方向の授業

も実践しやすい状況が常に作られている。 

 さらに，学生数が少ないことは必然的に，教員と学生

との距離を縮め，学修指導に大きな効果をもたらす。教

員は適宜，相互に情報を交換しながら個々の学生の個性，

学修の進捗度等を容易に把握することができ，これに応

じた学修指導をすることができる。 

地域に根ざした実践的な教育 

 本研究科は北陸三県の弁護士会（金沢弁護士会，富山

県弁護士会，福井弁護士会）から全面的な協力・支援を

受け，理論と実務の架橋を意識した実践的な教育を実施

している。さらに，上記の実践的な教育を行う過程で，

①金沢地方裁判所，金沢家庭裁判所，金沢地方検察庁及

び名古屋高等検察庁金沢支部から，裁判員制度や参与員

制度に関する資料の提供・レクチャー，②金沢刑務所及

び金沢地方法務局における施設見学等，地元の法曹及び

法務行政機関から様々な形で協力を得て，教科書だけの

学修にとどまらない，実務を踏まえた教育を実践してい

る。
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ⅱ 目的（対象法科大学院から提出された自己評価書から転載） 

 

本研究科は，本学における法学教育に通底する考え方である「人間及び社会に対する健全な関心と適切な判

断能力の涵養」を根幹としつつ，金沢市という地方都市に位置すること，弁護士過疎地域に隣接する地に位置

することといった地域的特色，さらには，北陸を中心とした地域社会において高等教育機関として社会的役割を

果たしてきたという本学の歴史に鑑み，地域に根ざした法曹養成を本研究科の基本理念として掲げている。こ

れに基づき，次の二つを教育目的に据えている。 

１．適切かつ迅速な紛争解決を目指し，事件を分野横断的に捉えることができる法律家の養成 

北陸地方に限らず，我が国の地方都市では，法律事務所の多くは弁護士１人の個人経営又は２～３人による小

規模な共同経営によって運営されている。当然，大都市における大規模法律事務所のように，専門化・分業化は

進んでいない。ところが，持ち込まれる事件の種類は，民事，刑事，行政の各分野に及び，その内容も，交通事

故，医療事故，消費者問題，労働事件，環境問題，相隣関係，離婚，相続，特許紛争など多岐にわたる。弁護士

は，これらの事件を，紛争の端緒から終局段階に至るまで，一人で処理しなければならない。ここで必要とされ

るのは，ある特定の狭い先端的分野だけの専門家ではなく，日常的に生じうるあらゆる法的問題をバランス良く

包括的に解決することのできる能力を備えた法律家である。 

そこで，本研究科では，様々な法的紛争を適切かつ迅速に解決すべく，事件を分野横断的に捉えることができ

る法律家を養成することを第１の目的としており，この目的を達成するため，以下のとおり教育目標を設定して

いる。 

①法律基本科目のバランスのとれた習熟 

②紛争解決に関する手続・実務への精通 

③紛争類型に則した分野横断的な洞察力の養成 

すなわち，あらゆる法的問題の解決及びそのプロセスがたった一人の法律家に委ねられる場面が多いことを考

えると，解釈法学，紛争解決法学の根幹を成す法律基本科目の習熟が不可欠なのは言うまでもなく，さらに，実

体法のみならず手続法についても，理論・実務の両面において精通していることが不可欠である。また，複数の

領域にまたがる複雑な問題を一人で処理するためには，広い視野に立った分野横断的な洞察力を備えていること

が必須となる。 

２．紛争予防のための調整能力を備えた，社会貢献をなしうる法律家の養成 

 第１の目的に加え，一方では，21 世紀の社会を担う法曹は，単に法的紛争の解決のみにとどまらず，紛争予

防のためのシステムを構築することに対しても，重要な役割を担っていかなければならない。特に，地方分権が

ますます進む今日，地方自治体の各種審議会等において，既存の法制度や組織の整合性に配慮しながら将来起こ

りうる問題解決・紛争予防のための枠組み作りに指導的役割を期待される場面が多くなると予想される。他方で

は，契約書や遺言書の作成，個人の財産管理，会社設立等，私人間に生じる法的問題の調整も，弁護士過疎地域

においては，法曹の重要な業務の一つであると考えられる。 

そこで，本研究科では，《公・私》の場面において，紛争予防のための調整能力を備え，社会貢献をなしうる

法律家の養成を，第２の目的としており，この目的を達成するため，以下のとおり教育目標を設定している。 

①社会状況を的確に把握する能力，それに基づく制度設計能力の育成 

②私的紛争を予測・回避する能力の養成 

もっとも，①と②の関係については，すべての学生が①，②の両者を達成しなければならないと捉えるのでは

なく，個々の学生が自らの興味・関心や目指す法曹像に応じて，少なくともいずれか一方を達成することができ

れば足りる教育目標と位置付けている。 

本研究科では，このような教育目標の達成という観点から，カリキュラムを編成している。
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ⅲ 自己評価書等 

 

 対象法科大学院を置く大学から提出された自己評価書本文及び自己評価書の別添として提出された資料一覧に

ついては、機構ウェブサイト（評価事業）に掲載しておりますのでご参照ください。 

 

 

 

 

 

 

機構ウェブサイト  http://www.niad.ac.jp/ 

 

自己評価書     http://www.niad.ac.jp/sub_hyouka/ninsyou/hyoukahou201303/ 

houka/no6_2_jiko_kanazawa_h201303.pdf 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




